
包括委託とウォーターPPP
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今、地域インフラに何が起きている？

3

ヒト カネ

モノ

・職員の減少、不足
・ベテラン職員の退職
・増加する業務

・厳しい経営環境

・人口減少による収入低下

・老朽化施設増加

布設50年超、限界に 老朽化予備群

自治体が水インフラを守っていくには限界が・・・
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どんな仕組みなのか？ LEVEL4

更新（改築）

修繕計画案作成
・実施

調達・管理

保守点検

運転管理

LEVEL3.5

修繕計画案作成
・実施

調達・管理

保守点検
運転管理

NEW

更新（改築）
(更新実施型)

更新計画案作成
(更新支援型)

資金調達
料金収受
計画策定

コンセッション方式
マ ネ ジ メ ン ト

事 業 期 間 ： ３ ～ ５ 年

LEVEL3

修繕計画案作成
・実施

調達・管理

保守点検

運転管理

LEVEL2

調達・管理LEVEL1

保守点検

運転管理

1 0～2 0年原則１０年

レベル１～３ 包括的民間委託 管理・更新一体
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ方式

従来の包括的民間委託

ウォーターPPPとは ①

ウォーターPPP

官-民がより協力してインフラを守る、新たな官民連携の形態

保守点検

運転管理



なぜ導入するのか？

職員での運営負担が限界！
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理由１ 理由２ ウォーターPPPの導入が
国庫交付金の要件化に！

★汚水管に関わるストックマネジメント計画
や総合地震対策計画の策定・調査・診断の
費用も交付金要件化の対象となる。

出典：「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.0版 第35回
PPP/PFI検討会等資料」（国土交通省、R6.3.12）

・職員の不足

将来増大する課題に対し、今の体制
のままでは対応することができない。
調査、改築等が計画とおり進まない。

ウォーターPPPとは ②

誰かの助けがないと無理だ！！

水インフラの存続のために、ウォーターPPPはぜひとも必要

・老朽化から来る事故
・苦情等の増加
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出典：「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.0版 第35回PPP/PFI検討会等資料」（国土交通省、R6.3.12）
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ウォーターPPPで仕事はどう変わる？

自治体は業務に追われている

民間はもっとまとまった仕事が欲しい
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出典：「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.0版 第35回PPP/PFI検討会等資料」（国土交通省、R6.3.12）

業務を一本化！

共同で受注

ウォーターPPPで仕事はどう変わる？

ヒト・モノ・カネ課題解決の一手法
一連の業務をまとめてパッケージ化し10年間で発注
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ウォーターPPPで仕事はどう変わる？

出展：第33回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会（PPP/PFI検討会）資料２「ウォーターPPPについて」国土交通省水管理・国土保全局下水道部令和５年６月

更新実施型と更新支援型のスキーム
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要件 内容

長期契約
・原則10年間。

・終了後コンセッションへ移行（強制ではなく要検討）。

性能発注
・民間の経験や技術力に任せる「性能発注」を原則。

・管路は、自治体が業務内容を指示する

「仕様発注」から開始し、段階的に性能発注へ移行を想定。

維持管理・更新
一体マネジメント

・計画策定から更新まで全て委託する「更新実施型」、

更新計画案の策定までを委託する「更新支援型」

の2つから選択（施設ごとに別々の型を採用してもよい）。

プロフィットシェア
(工事費等削減分の利

益分配)

・契約時に見積もったコストを民間の創意工夫によって削減でき

た場合、そのコスト削減分（プロフィット）を官民で分配できる

（シェア率は自由に決めてよい）。

ウォーターPPPとなる必須4要件

ウォーターPPPで仕事はどう変わる？

ウォーターPPPの導入が決定済 ( 入札・公募開始 )であることが
令和9年度以降、汚水管の改築に関わる国費支援の条件＊

＊「ウォーターPPPの推進について」（令和5.6.2、国水下企第5号国水下事第5号）
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事業体制イメージ図

ウォーターPPPで仕事はどう変わる？

それぞれの企業は、自分の得意な業務を担当！

統括業務

情報を電子化して計画に反映していく

コンサル業務（各種計画の策定や業務の計画をサポート）

維持管理
部門

調査・点検業務

修繕業務

住民対応業務

計画部門

計画業務

改築部門

設計業務

改築業務



事業開始

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

事業終了

年目
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年目

施設を頼んだ！

委
託

自治体

維持管理業務
受
注
者 更新（改築）

業務
更新（改築）
業務

更新計画案 更新計画案

維持管理費
↕

コスト削減分
⇒官民シェア

レベル3.5実施イメージ

ウォーターPPPで仕事はどう変わる？

複数の業務を1つの事業として10年間行う

工夫して削減した分の費用は利益となる仕組みもある！
＊図は、「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版」（国土交通省水管理・国土保全局上下水道審議官グループ、令和7年4月、p.7）を基に作成したもの。
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設計～工事まですべて受注者が実施
更新計画案
策定

受注者

※SPCの場合、業者へ発注可能

※

計画策定から更新( 改築 )工事まで一括で行います！

更新計画案
策定

更新（改築）設計・工事
発注

受注者
計画策定まで実施

自治体

ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ(CM)

自分で発注

施工

代行発注

しっかり計画
を作ります！

よし、この計画を基に事業を
進めるぞ！

更新実施型

更新支援型

ウォーターPPPで仕事はどう変わる？

計画段階から施工まで民間に一括で委託。

民間が担当するのは計画段階まで。発注は自治体が行う。



13

期間 ： 令和4年11月～令和9年3月

統括監理業務

下水道利用者

小田原市

Ａ企業

維持管理情報の

管理業務

下水道管路維持管

理計画策定業務

Ｅ企業

地元企業

市外企業

計画的維持管理業務 住民対応等業務

点検・調査・清掃

Ｄ企業

修繕・改築

Ｂ企業

Ｃ企業

住民対応

Ｄ企業

事故対応(清掃) 事故対応(修繕)

Ｂ企業

Ｃ企業

自治体

包括的民間委託の事例
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★ 官・民で水インフラを支える新たな仕組み
・ 自治体だけでは支えきれない将来の課題に協力して取組む！

★ 仕事が大幅に変化する

・ 最低10年の長期契約
・ 性能発注
・ 計画から関わる維持管理・更新一体型マネジメント

★ 地元企業との連携

・地域の特性やニーズを熟知した地元企業がいると、より効果的
な事業運営が期待できる

ウォーターPPPのまとめ


